
４ 月 ６ 月

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件
（抽出率 ） （抽出率 ）

件

（抽出率 ％）

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

件 うち、１者応札案件 件

件

9.3%

　　　　令和５年度第２回東北森林管理局入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：令和５年10月11日）

開催日及び場所 令和５年９月15日(金)　東北森林管理局２階大会議室

4

審議対象案件
345 129

契約の相手方が公益社団法人等の案件 3

委員

伊勢　昌弘（弁護士）

河野　隆治（公認会計士）

生内　克史（ジャーナリスト）

審議対象期間 令和５年 ～ 令和５年

0

0

0

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争
10 6

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

抽出案件

26 12

7.5%
契約の相手方が公益社団法人等の案件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

随意契約
2 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

0

工事希望型競争
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

指
名
競
争

公募型指名競争
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件

その他の指名競争
0

業務

一般競争
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件

0

契約の相手方が公益社団法人等の案件

随
意
契
約

簡易公募型プロポーザル
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件

0

その他の指名競争
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

0

指
名
競
争

公募型競争
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

簡易公募型競争
0

0

公募型プロポーザル
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

その他の随意契約
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

標準型プロポーザル
0 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

一　般　競　争
10 6

契約の相手方が公益社団法人等の案件

随意契約（企画競争・公募）
0

（特記事項）

抽
出
案
件
内
訳

物品・
役務等 0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

随意契約（その他）
0

契約の相手方が公益社団法人等の案件 0

3

指　名　競　争
0



事務局：企画調整課　　　　　　　　　

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

意見・質問 回答等

○事業別落札率で、造林事
業が他の事業より落札率が
低くなっている要因はなに
か。

○造林については積算因子
を公表しておらず、各事業
体のこれまでの経験や現地
の状況等から判断して入札
に参加しているためと考え
られる。

○№347は契約月日と履行期
間の始まりが令和５年４月
３日となっているが、№589
は契約月日が４月３日で履
行期間の始まりが４月１日
からとなっている。土日の
関係でこうなっているもの
と考えられるが、本来こう
するべきという決まりはあ
るのか。統一した方が良い
のではないか。

○本来は空白期間を設けな
いということから４月１日
からとするべきものであ
り、履行期間が４月１日か
ら始まるというのが正しい
と考えられる。

委員会による意見の具申又は勧告の内容 令和５年度第１四半期について、おおむね適正に行われ
ていたものと判断する。

［これらに対し部局長が講じた措置］ 特になし

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

○測量・コンサルタント等
業務の競争入札で、複数の
入札において同じ業者が１
者入札で落札している。ど
ういった背景があるのか教
えていただきたい。

○治山ダムや山腹工などの
通常の調査であれば対応で
きるコンサルは複数ある
が、当該契約のような地す
べり調査となると解析等の
技術が必要になることか
ら、対応できるコンサル会
社が限られる事が要因とし
て考えられる。


